
 

 

基幹統計調査の承認の状況 

（令和４年６月分） 

令 和 ４ 年 ７ 月 2 7 日 

総務省政策統括官(統計制度担当)  

統計調査の名称  実  施  者  主  な  承  認  事  項  承認年月日  

経 済 産 業 省 生 産 動

態統計調査  
経済産業大臣  

令 和５ 年 １ 月 分以 降 の 調 査に つ

いて、以下のとおり、調査計画を

変更  

 

①  調査対象品目の変更  

「 経 済 産 業 省 生 産 動 態 統 計

調査における統一基準」に基づ

く調査対象品目の削除・統合等  

 

②  調査事項の変更  

  効 率 的 な 統計 作 成 の ため の

法人番号の追加  

 

③  調査票様式の変更  

  報 告 者 の 記入 の し や すさ に

配慮したレイアウトの変更（「ニ

ット・衣服縫製品月報」）  

 

④  品目名の変更  

  表 記 区 分 の整 合 の 観 点に よ

る品目名の変更（「 機 械 器 具 月 報

（その 38）電気計測器及び電子応用

装置」）  

 

⑤  集計事項の変更  

  利 用 実 績 のな い 集 計 事項 の

削除（「製革月報」）  

R４ .６ .８  

（注）本表は、基幹統計調査に係る申請のうち、統計法第９条第４項ただし書に規定する「軽微な事

項」に該当するものとして、統計委員会の意見を聴かなかったものを整理している。  

このうち④及び⑤については、定型的な「軽微な事項」に該当するものではないが、調査内容

に実質的な変更が及ぶものではないことから、「統計法第９条第４項ただし書における「統計委員

会が軽微な事項と認めるもの」の取扱いについて」（平成 21 年３月９日統計委員会決定。令和３

年７月 30 日最終改正）１⑪「上記に掲げる変更のほか、委員長及び関係する部会の長が軽微な事

項と認めるもの」に該当するものとして、諮問に関する手続を要しないとしたものである。  

参考  

 


